
 

熊本市新規就農者育成総合対策交付要綱 

 

制定 令和４年９月３０日市長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新規就農者育成総合対策のうち、就農準備資金及び経営開始資金（以

下「経営開始資金」という。）の交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を規定する

ことによって、経営開始資金にかかる予算の執行の適正化を図ることを目的とする。 

（経営開始資金の交付） 

第２条 経営開始資金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３

０年政令第２５５号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）、

新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産事

務次官依命。以下「実施要綱」という。）、熊本県補助金等交付規則（昭和５６年熊本県規

則第３４号）及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項の定めに従うものとし、その交付

に関しては、熊本市補助金等交付規則（昭和４３年規則第４４号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（青年等就農計画等の承認申請） 

第３条 経営開始資金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」とする。）は、次に掲

げる書類を市長に提出しなければならないこととする。 

１ 青年等就農計画等承認申請書（様式第１号） 

２ 青年等就農計画 

（青年等就農計画等の承認） 

第４条 市長は、前条の申請があった場合には、実施要綱により、内容を審査し、要件及び

「交付対象者の考え方」を満たし、支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青

年等就農計画等を承認し、審査の結果を青年等就農計画等承認書（様式第２号）で申請者に

通知する。 

（青年等就農計画等の変更申請） 

第５条 前条の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更する場合は、当該計画等の変更

を青年等就農計画等変更承認申請書（様式第３号）にて申請するものとする。 

（青年等就農計画等の変更の承認） 

第６条 市長は、前条の申請があった場合、第４条の規定を準用して承認し、審査の結果を

青年等就農計画等変更承認書（様式第４号）で申請者に通知する。 

（交付の申請） 

第７条 第４条又は前条の承認を受けた申請者は、市長が別に定める期日までに経営開始資

金交付申請書（様式第５号）を提出しなければならないものとする。 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により、申請の内容が適当であると認めた場合は、経営開始資金の交付決

定を行い、その決定内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を経営開始資金交付決

定通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

２ 前項に定める決定において定める経営開始資金の額は、交付期間１月につき１人当たり

１２万５千円（１年につき１５０万円）とする。また、交付期間は最長３年間（経営開始後

３年度目分まで）とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始し、かつ、実施要綱の要件を満たす場

合の経営開始資金の額は、交付期間１月につき夫婦合わせて、前項の額に２分の３を乗じて

得た額（１年につき２２５万円）とする。この場合において、１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。 

（就農状況報告等） 

第９条 経営開始資金交付対象者は、交付期間中、毎年７月末及び１月末までにその直前の

６か月の就農状況報告（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金等の交付） 

第１０条 経営開始資金は、第８条の交付決定により決定した額を、１か月分から１年分ま



 

での間で市が定める単位で交付することができるものとする。 

（交付の中止） 

第１１条 経営開始資金の交付を受けた者が経営開始資金の受給を中止する場合は、市長に

中止届（様式第８号）を提出するものとする。 

２ 市長は、前項の中止届の提出があった場合又は実施要綱の規定に該当する場合は、経営

開始資金の交付を中止する。 

（交付の休止） 

第１２条 経営開始資金の交付を受けた者が実施要綱の規定により経営開始資金の受給を

休止する場合は、市長に休止届（様式第９号）を提出するものとする。 

２ 市長は、前項に定める休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、経営開

始資金の交付を休止するものとし、やむを得ないと認められない場合は、経営開始資金の交

付を中止するものとする。 

３ 休止届を提出した経営開始資金の交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届（様

式第１０号）を提出するものとする。 

４ 市長は、前項に定める経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると

認められる場合は、経営開始資金の交付を再開するものとする。 

 

附則 

この要綱は、令和４年９月３０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。  



 

様式第１号 

 

  年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

住 所              

氏 名              

 

青年等就農計画等承認申請書 

 

青年等就農計画等の承認について、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９

日付け３経営第３１４２号農林水産事務次官依命通知）別記２第６の２の（1）及び熊本市新

規就農者育成総合対策交付要綱第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

  



 

様式第２号 

 

発第 号 

年  月  日 

 

住 所 

氏 名 

熊本市長         

 

青年等就農計画等承認書 

 

年 月 日付けで承認申請のあった青年等就農計画等について、審査の結果適当と認め

られるので、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２

号農林水産事務次官依命通知）別記２第７の２の（2）及び熊本市新規就農者育成総合対策交

付要綱第４条の規定により、下記のとおり承認し通知します。 

 

記 

 

経営開始時期      年  月 

 

交付期間        年  月  日 ～   年  月  日 

  



 

様式第３号 

 

  年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

住 所              

氏 名              

 

青年等就農計画等変更承認申請書 

 

年 月 日付け  発第  号により承認通知のあった青年等就農計画等を下記のと

おり変更したいので、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第

３１４２号農林水産事務次官依命通知）別記２第６の２の（2）及び熊本市新規就農者育成総

合対策交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

1.変更事業計画 

 

  



 

様式第４号 

 

発第 号 

  年  月  日 

 

住 所 

氏 名 

熊本市長         

 

青年等就農計画等変更承認書 

 

年 月 日付けで変更承認申請のあった青年等就農計画等について、審査の結果適当と

認められるので、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１

４２号農林水産事務次官依命通知）別記２第７の２の（2）及び熊本市新規就農者育成総合対

策交付要綱第６条の規定により、下記のとおり承認し通知します。 

 

記 

 

経営開始時期      年  月 

 

交付期間        年  月  日 ～   年  月  日 

 

 

  



 

様式第５号 

 

経営開始資金交付申請書 

交付開始  年目(  月 ～  月分) 
 

年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

住 所 

氏 名 

 

新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産事務次

官依命通知）別記２第６の２の（３）及び熊本市新規就農者育成総合対策交付要綱第７条の規定に

基づき、経営開始資金の交付を申請します。 

交付期間   年  月  日 ～   年  月  日 

今回申請する資金の対象期間   年  月  日 ～   年  月  日 

前年の世帯所得※１
 

被災による資金の交付休止期間中の所得を

除く額(※２)を記載 

(ア)         円 

今年の交付金額※３（150万円） (イ)         円 

今回の交付申請額          円 

・生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等

（例：生活保護制度、雇用保険制度（失業手当）等） 

・農の雇用事業、就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援

事業、雇用就農者実践研修支援事業による助成（農業法

人等として）、経営継承・発展支援事業による助成 

□ 受 け て い る 又 は 受

け た こ と が あ る  

□ 受 け て い な い 又 は

受 け た こ と が な い  

※１ 本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母を世帯とする所得が 600万円以下であること。 

※２ 地方税法第 292 条第１項第 13 号に定める「合計所得金額」から、被災による資金の交付休止期間中の所得を除く額。 

※３ 夫婦で受給している場合、この額の 1.5 倍を記載すること。 

 

添付書類 

・前年の世帯全体の所得を証明する書類（源泉徴収票、所得証明書、前年の所得証明書発行以前に交付申請を行う場合は 

税務署等が受理した確定申告書の写し等）。 

・前年の世帯全体の所得が600万円を超える場合は、生活費確保の観点から資金を必要とする理由を書面で提出するととも 

に、当該事情の根拠書類を添付。  



 

様式第６号 

    発第 号 

年  月  日 

住 所 

氏 名 

熊本市長        

 

経営開始資金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで交付申請のあった  年度新規就農者育成対策のうち経営開始資金

に対する補助金については、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３

経営第３１４２号農林水産事務次官依命通知）別記２第７の２の（4）及び熊本市新規就農

者育成総合対策交付要綱第８条の規定により、下記のとおり交付決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業等の名称 新規就農者育成総合対策 経営開始資金 

２ 補助金額は、次のとおりとする。 

   交付決定額        円 

３ 今回決定する交付期間    年  月  日   ～   年  月  日 

４ 補助金は、決定した金額を請求により交付する。 

  なお、請求の際には本書の写しを添付すること。 

５ 交付の条件は、次のとおりとする。 

 (1) 補助事業等に要する予算を変更し、又は補助事業等の内容を変更しようとするとき

は、市長の承認を受けなければならない。 

 (2) 補助事業等を中止又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならな

い。 

 (3) 補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告して、その指示を受

けなければならない。 

６ 補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が補助を不適当と認め

た場合は、この決定を取り消し、又は補助決定額を減じ、既に交付されたものについて

は返還を命ずることがある。 

７ 前項に規定する補助金の返還等がされない場合において、本市が申請者に対し支払うべ

き他の補助金等があるときは、当該他の補助金等の交付を一時停止することがある。 

８ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により監査をする

ことがある。 

９ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定により、その状況を調

査し、又は報告を徴することがある。  



 

様式第７号 

 

就農状況報告(独立・自営就農) 

経営開始 年目・交付開始 年目 （ ～ 月分） 
 

  年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

住 所 

氏 名 

 

新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産事務次

官依命通知）別記２第６の２の（６）及び熊本市新規就農者育成総合対策交付要綱第９条の

規定に基づき、就農状況報告を提出します。 

 

１．独立・自営就農（予定）時期（どちらかにチェックする。（就農準備資金の交付を受

けた者は必須。経営開始資金のみの交付対象者の場合は記載不要。）） 

 
既に就農している 年 月 日就農 

 
まだ就農していない ※ 年 月就農予定 

※まだ就農していない場合は、以下の欄は記入不要 

 

２．営農実績報告 

作物・部門名 作付面積（a）・飼養頭数等 

  

  

    

  

  

合計  

農 業経 営

の構成（交

付 対象 者

本人・家族

労働力） 

氏名 年齢 

交付対象者・交

付対象者との続

柄 

（法人経営にあ

たっては役職） 

年間の 

農業従事

日数※ 

担当業務 

  本人   

     

     

     

     

雇用労働力 （人・日※）  

※１日の農業従事時間を８時間で換算 

 



 

 

 

３．経営規模の報告 
 

 

 

経営耕地 

区分 面積（a） 

所有地 
 

借入地  

 

 

 

内訳 

（平成30年度以前

に承認を受けた交

付対象者のみ記

入） 

親族から 
 

第三者から 

 

特定作業受託 

作目 作業内容 
実績 

作業受託面積等 生産量 

    

    

作業受託 

作目 作業内容 実績（作業受託面積等） 

   

   

単純計   

換算後   

※ 「特定作業受託」欄に、作目別に、主な基幹作業を受託する農地（申請者が当該農地に係る収穫物につ

いての販売委託を引き受けることにより販売名義を有し、かつ、当該販売委託を引き受けた農産物に係る

販売収入の処分権を有するものに限る。）の作業受託面積等、生産量を記載 

「作業受託」欄に、「特定作業受託」欄に記載した作業受託以外の作業受託について、記載。作目別、

基幹作業別に、作業受託面積を記載するとともに、「換算後」欄に「作業受託面積÷作業数」により換算

した面積を記載する。 

 

４．前年の世帯全体の所得（資金含む）＊１ 

※経営開始資金の交付期間中の者のみ記入 

 万円 
 

前年の世帯全体の所得が600万円を超えているにもかかわらず資金交付が必要な理由

（超える場合のみ記入） 

  



 

※本欄は交付主体の記入欄 

生活費確保の観点から支援対象とすべき切実な事情の有無（□有 □無） 

【所見】 

 

５．農業経営基盤強化準備金（※）（どちらかにチェックする。） 

 積み立てている 

 積み立てていない 

※農業者が、経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従い、「農業経営基盤強化準備金」

として積み立てた場合、この積立額について、個人は必要経費に、法人は損金に算入できる制度。 
 

６．地域のサポート体制について 
 専属担当者（経営・技術） 専属担当者（営農資金） 専属担当者（農地） 

氏名又は

職名 

   

 

相談実績又は今後相談したいことについて 
 

 

 

 

 
 

７．報告対象期間における都道府県主催の新規就農者等交流会（※）への参加について

（どちらかにチェックする。） 

※要綱別記２の第７の２の（12）に規定する都道府県が開催する新規就農者等の交流会 

 
参加した 

 
参加しなかった 

 

（「参加した」にチェックした場合は以下も記載する。） 

参加した回数 回 

交流会の内容 

（対象者、実施内容など） 

 

 

８．農業共済その他農業関係の保険への加入状況について 



 

（どちらかにチェックする。） 
 

加入している 

 
加入していない 

 

（「加入している」にチェックした場合は以下も記載する。） 

加入している農業共済等の名称  

 
 

９．計画達成に向けた今後の課題と改善に向けた取組 
（就農準備資金の交付対象者については別紙様式第１号の研修計画の「２ 就農時に係る計

画」、経営開始資金の交付対象者については青年等就農計画並びに別紙様式第２号の別添１の収

支計画の達成に向けた課題、改善策及びその取組状況を記載する。） 

計画達成に 

向けた課題 

改善策 

（課題解決に向けた改善策

を具体的に記入） 

改善策の取組状況等 

（改善策の取組状況、結果

及び課題の解決状況を具体

的に記入） 

   

   

   

 

添付書類 

 別添 １．作業日誌の写し（夫婦型の場合は、それぞれの作業従事状況（作業日、作業内

容、作業時間）が分かるよう作成すること）＊２ 

    ２．経営開始資金交付対象者は、決算書＊３及び確定申告時の青色申告決算書（白色申告者

は、収支内訳書）の写し（７月の報告の際のみ添付する。） 

      準備資金交付対象者は、確定申告時の青色申告決算書（白色申告者は、収支内訳書）

の写し 

    ３．通帳及び帳簿の写し＊４ 

    ４．農地及び主要な農業機械・施設の一覧、農地の権利設定の状況が確認できる書類及び

農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類＊４ 

（変更がない場合、２回目以降の報告の際は既に提出している農地の権利設定の状

況が確認できる書類及び農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが

確認できる書類は省略することが出来る。） 

    ５．農業経営改善計画又は青年等就農計画認定書の写し＊５ 

６．前年の世帯全体の所得を証明する書類（源泉徴収票、所得証明書等）。前年の世帯全

体の所得が 600 万円を超える場合は、必要に応じて生活費確保の観点から資金を必

要とする理由欄に記載した事情の裏付けとなる書類を添付＊３ 

 

  ＊１ ７月の報告の際のみ記入する。 

  ＊２ 就農準備資金研修終了後については、就農後、交付期間の 1.5 倍（別記２第５の１

の（２）なお書きにより海外研修を実施した場合は５年間）又は２年間のいずれか長

い期間の報告の際に添付する。 

  ＊３ 経営開始型の交付期間のみ添付する。 

  ＊４ 親元就農した者が当該農業経営を継承する、当該農業経営を法人化して当該法人の



 

経営者（親族との共同経営者になる場合を含む。）となる又は親の農業経営とは別に

新たな部門を開始する場合の、１回目の報告の際のみ添付する（就農届（別紙様式第

14号）で既に提出した書類等から変更がない場合、省略することができる。）。 

  ＊５ 就農準備資金の交付を受けた場合、認定後最初の報告のみ添付する。複数の新規就

農者で法人を立ち上げる場合又は既存の法人に役員として加わる場合は、法人の定款

等の確認できる書類の写しを添付する。 

 



 

別添１ 

  

作業日誌 

 

※上記内容が記載された作業日誌であれば、本様式に限らない。夫婦型や複数の新規就農

者が新たに立ち上げた農業法人の場合は、それぞれの作業従事状況（作業日、作業内

容、作業時間）が分かるよう、別々に作成すること。また、作業受託がある場合は、特

定作業受託の作業か作業受託の作業か分かるように記載すること。  

 

作業内容 
作業時間 

（単位：時間） 

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

月 日 
  

 

合 計 

 



 

別添２ 

決算書 

（経営開始◯年目  年 月～  年 月） 

 計画※ 
経営開始〇年目 

a 

実績 
ｂ 

実績／計画 
ｂ ／ ａ 

農
業
収
入 

○○（作目） 

経営規模    

生産量    

売上高
（円） 

   

 

経営規模    

生産量    

売上高
（円） 

   

特定作業受託分 

経営規模    

生産量    

売上高
（円） 

   

その他（作業受
託含む） 

    

経営開始資金（円） 
   

収入計（円） ①（資金を除く） 
   

収入計（円） ②（資金を含む） 
   

 

 

計画※ 

経営開始◯年目 

a 

実績 

ｂ 

実績／計画 

ｂ ／ ａ 

農
業
経
営
費
（
円
） 

原材料費    

減価償却費    

出荷販売経費    

雇用労賃    

    

    

支 出 計（円） ③    

【参考】設備投資（内容、金額） 
   

農業所得計（円） ④ ＝ ①－③ 
   

農外所得（円）⑤ 
 

総所得（資金含む）（円） 

② － ③ ＋ ⑤ 

 

※計画欄には、別紙様式第２号の別添１の収支計画に記載の該当年の計画値を記載すること。  



 

様式第８号 

中止届 

 

  年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

 

氏名                   

 

 

経営開始資金の受給を中止しますので、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け

３経営第３１４２号農林水産事務次官依命通知）別記２第６の２の（４）及び熊本市新規就農者育成総合

対策交付要綱第１１条の規定に基づき、中止届を提出します。 

 

中止日 年  月  日 

中止理由 

 

 

  



 

様式第９号 

 

休止届 

 

年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

氏名             

 

 

経営開始資金の受給を休止しますので、新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３

経営第３１４２号農林水産事務次官依命通知）別記２第６の２の（５）及び熊本市新規就農者育成総合対

策交付要綱第１２条の規定に基づき、休止届を提出します。 

 

休止予定期間 年 月 日 ～ 年 月 日 

休止理由 

 

再開に向けた

スケジュール 

年 月 日 
 

 

年 月 日 
 

 

年 月 日 
 

 

年 月 日 
 

 

 

添付書類 

・母子手帳の写し（妊娠・出産により休止する場合） 

・被災証明等被災が確認できる書類（災害により休止する場合）  



 

様式第１０号 

 

経営再開届 

 

年  月  日 

 

熊本市長 宛 

 

住 所 

氏 名 

 

新規就農者育成総合対策実施要綱（令和４年３月２９日付け３経営第３１４２号農林水産事務次官依命通

知）別記２第６の２の（５）及び熊本市新規就農者育成総合対策交付要綱第１２条の３の規定に基づ

き、経営再開届を提出します。 

 

 

休止期間 

 

年 月 日 ～ 年 月 日 

 

経営再開日 

 

年 月 日 

 

交付残期間 

 

年 月 日 ～ 年 月 日 

 

 


